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○ 平成２０年３月以降、先行訴訟の原告と同様の状況にあるとして、全国１０地裁で７２７名が
国を提訴中。 ※ 原告数は、報道情報含む

○ 平成２２年３月１２日（札幌地裁）及び３月２６日（福岡地裁）に、和解協議に入れるか否かについて検討を求
められ、５月１４日（札幌地裁）及び５月１７日（福岡地裁）に、裁判所の仲介の下で和解協議の席に着く旨を表
明。

○ 平成２３年１月１１日及び４月１９日に、札幌地裁から和解の考え方（所見）が提示され、それぞれについて
原告側、政府側双方が受け入れを表明。

○ 平成２３年６月２８日、「基本合意書」の締結及び「政府基本方針」の表明。

○ 今後、原告が提出する証拠をもとに、個別の証拠調べを順次実施していく予定。

○ 平成元年、Ｂ型肝炎患者ら５名が、集団予防接種における注射器連続使用によってＢ型肝炎ウイルスに感
染したとして、国を提訴。

○ 平成１２年一審判決では、国側勝訴。平成１６年高裁判決では、国側一部敗訴。

○ 平成１８年６月、最高裁判決により国の損害賠償責任が認められ、１人あたり５５０万円（慰謝料５００万円
＋弁護士費用５０万円）を支払った。

【 先行訴訟 】

【 集団訴訟 】

Ｂ型肝炎訴訟の経緯について



基本合意書について



（1） HBVに持続感染していること（①～③のいずれか）
① 6ヶ月以上の間隔をあけた2時点において、連続してHBs抗原 or HBV-DNA or HBe抗原が陽性
② HBc抗体陽性（高力価）
③ ①及び②のほか、医学的知見を踏まえた個別判断

（2） 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること（①～④のいずれか）
① 母子健康手帳にて証明
② 予防接種台帳にて証明
③ 「合理的に説明された陳述書等＋接種痕ありの医師意見書＋住民票/戸籍の附票＋（予防接種台帳に

証拠記載がないことの証明書）」がそろっていること
④ ①～③のほか、「合理的に説明された陳述書等＋医療記録等」を総合した個別判断

（3） 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと（①又は②のいずれか）
① S23年7月1日～S63年1月27日の間に集団予防接種等を受けていること
② （2）③or④の場合は、S16年7月2日～S63年1月27日の間に生まれていること

（4） 母子感染でないこと（①～④のいずれか）
① 母親のHBs抗原陰性＋HBc抗体（陰性～低力価）
② 母親のHBs抗原陰性（80歳未満の時点の検査結果に限る、母親が死亡している場合のみ）
③ 年長のきょうだいのうち一人でも持続感染者でない者がいること（母親が死亡している場合のみ）
④ ①から③のほか、医学的知見を踏まえた個別判断

（5） その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと（①～④のすべて）
① 集団予防接種等とは異なる原因の存在をうかがわせる具体的な資料がないこと
② 父親がHBVの持続感染者の場合、原告と父親のHBVの塩基配列を分子系統解析を用いて比較した検査結果より、

因果関係なしと認められること
③ 原告のHBVがGenotype Aeでないこと（H7年以前に持続感染していることが確認できれば検査不要）
④ ①から③のほか、医学的な知見を踏まえた個別判断により、集団予防接種等以外の感染経路がないこと

個別和解において集団予防接種等の際の注射器の連続使用が
原因で感染したと認定されるための要件について



接種痕に係る医師の意見書

基本合意書の記載内容 一部抜粋
種痘又はＢＣＧの接種痕が残っていることを確認した
医師の意見書

ＢＣＧ経皮法の接種痕の一例



（1） HBVに持続感染していること（①～③のいずれか）
① 6ヶ月以上の間隔をあけた2時点において、連続してHBs抗原 or HBV-DNA or HBe抗原が陽性
② HBc抗体陽性（高力価）
③ ①及び②のほか、医学的知見を踏まえた個別判断

（2） 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること（①～④のいずれか）
① 母子健康手帳にて証明
② 予防接種台帳にて証明
③ 「合理的に説明された陳述書等＋接種痕ありの医師意見書＋住民票/戸籍の附票＋（予防接種台帳に

証拠記載がないことの証明書）」がそろっていること
④ ①～③のほか、「合理的に説明された陳述書等＋医療記録等」を総合した個別判断

（3） 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと（①又は②のいずれか）
① S23年7月1日～S63年1月27日の間に集団予防接種等を受けていること
② （2）③or④の場合は、S16年7月2日～S63年1月27日の間に生まれていること

（4） 母子感染でないこと（①～④のいずれか）
① 母親のHBs抗原陰性＋HBc抗体（陰性～低力価）
② 母親のHBs抗原陰性（80歳未満の時点の検査結果に限る、母親が死亡している場合のみ）
③ 年長のきょうだいのうち一人でも持続感染者でない者がいること（母親が死亡している場合のみ）
④ ①から③のほか、医学的知見を踏まえた個別判断

（5） その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと（①～④のすべて）
① 集団予防接種等とは異なる原因の存在をうかがわせる具体的な資料がないこと
② 父親がHBVの持続感染者の場合、原告と父親のHBVの塩基配列を分子系統解析を用いて比較した検査結果より、

因果関係なしと認められること
③ 原告のHBVがGenotype Aeでないこと（H7年以前に持続感染していることが確認できれば検査不要）
④ ①から③のほか、医学的な知見を踏まえた個別判断により、集団予防接種等以外の感染経路がないこと

個別和解において集団予防接種等の際の注射器の連続使用が
原因で感染したと認定されるための要件について



① 母親のHBs抗原陰性＋HBc抗体（陰性～低力価）
② 母親のHBs抗原陰性（80歳未満の時点の検査結果に限る、母親が死亡している場合のみ）
③ 年長のきょうだいのうち一人でも持続感染者でない者がいること（母親が死亡している場合のみ）
④ ①から③のほか、医学的知見を踏まえた個別判断

１．母子感染でないことの立証方法

２．③の要件の考え方

感染力の強い持続
感染者である母親
（HBe抗原陽性）

９０～８０％ １０～２０％ ほぼ０％

持続感染者 一過性感染者 未感染者

感染はするが、持続感
染は成立しない場合に
一過性感染となる。

感染力の強い母親からは、
未感染者が産まれることは
極めて稀。

医学的知見※１

未感染者

本人①感染力の強い持続
感染者の母親から
は、一過性感染者
もしくは未感染者は
生まれにくい。

持続感染者

○年長のきょうだいに持続感染者でない者が一人でもいれば、
母親が「感染力の強い持続感染者」ではなかったとみなす

年長のきょうだい

②母親は感染力の強い持続
感染者ではない可能性が高い。 ③母子感染では

ないとみなす。

母子感染でないことの証明について

一過性感染者

or

出典：※1 厚生省心身障害研究 ウイルス性肝疾患の母子感染防止に関する研究



（1） HBVに持続感染していること（①～③のいずれか）
① 6ヶ月以上の間隔をあけた2時点において、連続してHBs抗原 or HBV-DNA or HBe抗原が陽性
② HBc抗体陽性（高力価）
③ ①及び②のほか、医学的知見を踏まえた個別判断

（2） 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること（①～④のいずれか）
① 母子健康手帳にて証明
② 予防接種台帳にて証明
③ 「合理的に説明された陳述書等＋接種痕ありの医師意見書＋住民票/戸籍の附票＋（予防接種台帳に

証拠記載がないことの証明書）」がそろっていること
④ ①～③のほか、「合理的に説明された陳述書等＋医療記録等」を総合した個別判断

（3） 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと（①又は②のいずれか）
① S23年7月1日～S63年1月27日の間に集団予防接種等を受けていること
② （2）③or④の場合は、S16年7月2日～S63年1月27日の間に生まれていること

（4） 母子感染でないこと（①～④のいずれか）
① 母親のHBs抗原陰性＋HBc抗体（陰性～低力価）
② 母親のHBs抗原陰性（80歳未満の時点の検査結果に限る、母親が死亡している場合のみ）
③ 年長のきょうだいのうち一人でも持続感染者でない者がいること（母親が死亡している場合のみ）
④ ①から③のほか、医学的知見を踏まえた個別判断

（5） その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと（①～④のすべて）
① 集団予防接種等とは異なる原因の存在をうかがわせる具体的な資料がないこと
② 父親がHBVの持続感染者の場合、原告と父親のHBVの塩基配列を分子系統解析を用いて比較した検査結果より、

因果関係なしと認められること
③ 原告のHBVがGenotype Aeでないこと（H7年以前に持続感染していることが確認できれば検査不要）
④ ①から③のほか、医学的な知見を踏まえた個別判断により、集団予防接種等以外の感染経路がないこと

個別和解において集団予防接種等の際の注射器の連続使用が
原因で感染したと認定されるための要件について



○検査の概要
１．2組（親子）のB型肝炎ウイルスのS領域の約255塩基（ヌクレオチド位置

458－712）をnested PCRにて増幅
２．増幅した塩基配列を解読
３．解読した塩基配列データを用いて、分子系統解析を実施
４．2組（親子）の感染の因果関係について判定

○特徴
・核酸アナログ製剤による治療の影響を受けない

（既知の薬剤耐性変異を計算から除外しているため）

・検査の精度 感度100％ 特異度98.6％
（既知のデータセットを用いて評価）

・Genotypeの判定可能
（Aa,Ae,B,C,D,E,F,G,Hの判定が可能）

基本的考え方

B型肝炎ウイルスの分子系統解析検査について

出力結果（例）
分子系統樹

E-PAS（簡便な分子系統解析システム）の概要

出典： ※１ Orito E, et al. Host-independent ev olution and a genetic classif ication of  the hepadnav irus f amily  based on nucleotide sequences. Proc Natl Acad Sci USA 1989;86:7059-62.

※２ Sugiy ama M, et al. Easy -to-use phy logenetic analy sis sy stem for hepatitis B v irus inf ection. Hepatology Research (2011) in press

○生物は、子孫に遺伝子を受け継いでいく中で、その一部に突然変異がおこり、少しずつ蓄積していく。
○遺伝子の塩基配列を用いて分子系統解析を行うことで、生物が進化（変異）してきた道筋（系統）を推定
できる。

○同一のウイルス株から変異してきたかどうかを読み解くことにより、感染経路の特定に活用できる。
（参考）B型肝炎ウイルスの変異速度4.57x10-5/塩基/年※１

※２



（1） HBVに持続感染していること（①～③のいずれか）
① 6ヶ月以上の間隔をあけた2時点において、連続してHBs抗原 or HBV-DNA or HBe抗原が陽性
② HBc抗体陽性（高力価）
③ ①及び②のほか、医学的知見を踏まえた個別判断

（2） 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること（①～④のいずれか）
① 母子健康手帳にて証明
② 予防接種台帳にて証明
③ 「合理的に説明された陳述書等＋接種痕ありの医師意見書＋住民票/戸籍の附票＋（予防接種台帳に

証拠記載がないことの証明書）」がそろっていること
④ ①～③のほか、「合理的に説明された陳述書等＋医療記録等」を総合した個別判断

（3） 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと（①又は②のいずれか）
① S23年7月1日～S63年1月27日の間に集団予防接種等を受けていること
② （2）③or④の場合は、S16年7月2日～S63年1月27日の間に生まれていること

（4） 母子感染でないこと（①～④のいずれか）
① 母親のHBs抗原陰性＋HBc抗体（陰性～低力価）
② 母親のHBs抗原陰性（80歳未満の時点の検査結果に限る、母親が死亡している場合のみ）
③ 年長のきょうだいのうち一人でも持続感染者でない者がいること（母親が死亡している場合のみ）
④ ①から③のほか、医学的知見を踏まえた個別判断

（5） その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと（①～④のすべて）
① 集団予防接種等とは異なる原因の存在をうかがわせる具体的な資料がないこと
② 父親がHBVの持続感染者の場合、原告と父親のHBVの塩基配列を分子系統解析を用いて比較した検査結果より、

因果関係なしと認められること
③ 原告のHBVがGenotypeAeでないこと（H7年以前に持続感染していることが確認できれば検査不要）
④ ①から③のほか、医学的な知見を踏まえた個別判断により、集団予防接種等以外の感染経路がないこと

個別和解において集団予防接種等の際の注射器の連続使用が
原因で感染したと認定されるための要件について



Ｂ型肝炎ウイルスのジェノタイプ※1、3

○ 遺伝子配列に8％以上の相違がある場合、異なる遺伝子型と規定される
○ Ａ～Ｈ型の8種の遺伝子型が存在する
○ ジェノタイプによって病像が異なる
○ ジェノタイプＡeは約１０％に慢性化すると報告されている

B型肝炎ウイルスのジェノタイプについて

ジェノタイプＡｅが報告されて
いるのは、平成８年以降

出典：※1 ウイルス性慢性肝炎の実態：世界の動向と本邦での問題点、日本内科学会雑誌平成20年第97巻第1号

※2 肝炎ウイルス十話特殊免疫研究所HPより ※3急性・慢性B型肝炎、臨床と研究平成20年7月号

世界の分布※2 国内の年代別推移※3



（１） 原告の母親が集団予防接種等により持続感染していること
○ 母親が一次感染者であること

（２） 当該原告が持続感染していること（①～③のいずれか）
① 6ヶ月以上の間隔をあけた2時点の、HBs抗原 or HBV-DNA or HBe抗原が陽性
② HBc抗体陽性（高力価）
③ ①及び②のほか、医学的知見を踏まえた個別判断

（３） 母子感染であること（①～④のいずれか）
① 出生直後にHBVに持続感染したと認められること
② 原告と母親のHBVの塩基配列を分子系統解析を用いて比較した検査結果より、因果関係ありと認められること
③ 原告の出生前に母親の感染力が弱かったこと（＝HBe抗原陰性）が確認されないこと

かつ
原告がS60年12月31日以前に出生していること

かつ
母子感染とは異なる原因の存在をうかがわせる具体的な資料がないこと

かつ
父親がHBVの持続感染者の場合、原告と父親のHBVの塩基配列を分子系統解析を用いて比較した検査結果より、
因果関係なしと認められること

かつ
原告のHBVがGenotype Aeでないこと（H7年以前に持続感染していることが確認できれば検査不要）

④ ①から③のほか、医学的知見を踏まえた個別判断

個別和解において二次感染者と認定されるための要件について



（1） 死亡・肝がん・肝硬変（重度）
3600万円

（2） 肝硬変（軽度）
2500万円

（5） 慢性肝炎
1250万円(※１)

※１ 20年の除斥期間を経過した者については、

①現に治療を受けている者等については 300万円
②上記の者以外については 150万円

（6） 無症候性キャリア
50万円 + 定期検査費用の支給等の政策対応（※２）

※２ 20年の除斥期間を経過していない者については、600万円

※ 発症の時期はカルテや原データ等の医療記録から、医学的知見を踏まえて、総合的に判断

個別和解における病態区分ごとの和解金について



具体的基準 総合的判断

死亡 なし
医療記録に基づく医学的知見を踏まえた総合的な判断により、
当該原告の死亡がB型肝炎ウイルスの持続感染と相当因果
関係があると認められる場合

肝がん 病理組織検査にて、原発性肝がんと診断されている場合
「医師の診断書＋診断を裏付ける診療録＋画像検査報告書
＋血液検査報告書等」により、総合的に原発性肝がんと認め
られること

肝硬変 病理組織検査にて、肝硬変と診断されている場合
「医師の診断書＋診断を裏付ける診療録＋画像検査報告書
＋血液検査報告書等」により、総合的に肝硬変と認められるこ
と

慢性肝炎

6ヶ月以上間隔をおいた2時点において連続して、ALTの異常値
が認められる場合（ただし、2時点の間隔が相当長期であり、又
は2時点の間に異常値の継続を疑わせる検査結果があるなどの
特段の事情のある場合を除く）

カルテや各種検査結果（原データ）等の医療記録に基づき、医
学的知見を踏まえて総合的に判断すること

無症候性キャリア 死亡、肝がん、肝硬変、慢性肝炎に該当しない場合 なし

前提条件 いずれの病態も、B型肝炎ウイルスの持続感染に起因するものであること

※ 前提条件を踏まえて、具体的基準または総合的判断のいずれかを満たすこと。

肝硬変（重度）の判断は、肝硬変と判断されかつ、
以下のいずれかが認められる場合

①90日以上間隔をあけた2時点において、Child-Pugh分類に
おける合計点数が10点以上の状態

②肝臓移植を行ったこと

Child-Pugh分類 1点 2点 3点

肝性脳症 なし 軽度（Ⅰ・Ⅱ） 昏睡（Ⅲ以上）

腹水 なし 軽度 中程度以上

血清アルブミン値 3.5 g/dl超 2.8～3.5 g/dl 2.8 g/dl未満

プロトロンビン時間 70％超 40～70% 40%未満

血清総ビリルビン値 2mg/dl 2～3mg/dl 3mg/dl超

各病態の区分の判断基準



診断書の取扱について

１．覚書の記載内容 一部抜粋
原告は左の様式による診断書（死亡、肝がんにつ
いては肝疾患診療連携拠点病院、専門医療機関又
はがん診療連携拠点病院、肝硬変及び慢性肝炎に
ついては肝疾患診療連携拠点病院又は専門医療
機関において作成したもの）を提出した場合、被告
は、病態及び病態とB型肝炎ウイルス感染との因果
関係の判断に当たっては、上記診断書の診断を十
分に尊重するものとする。

２．専門医療機関の現状
○肝疾患診療連携拠点病院
47都道府県 70施設

○専門医療機関
確認作業中 近日中にHPに掲載予定

○がん診療連携拠点病院
都道府県がん診療連携拠点病院 51施設
地域がん診療連携拠点病院 337施設



（1） 慢性肝炎（現に治療を受けている者等） （①又は②のいずれか）
300万円
① 6ヶ月以上の間隔をあけた2時点において、連続してALT(GPT)値の異常（基準値との比較）が認められる状態

かつ
2時点の最初が訴訟提起の日から1年前以降であること

② インターフェロン製剤 or 核酸アナログ製剤 or ステロイドリバウンド療法 or プロパゲルマニウムの治療歴が医療記録等
から認められること

（2） 慢性肝炎（上記（1）に該当しない者）
150万円
○ 6ヶ月以上の間隔をあけた2時点において、連続してALT(GPT)値の異常（基準値との比較）が認められる状態

（3） 無症候性キャリア
50万円（過去の定期検査等に要したであろう費用）

＋
【政策対応】 和解成立後の定期検査等に係る費用
１． 定期検査費用および初・再診料（年4回まで）
２． HBVの母子感染を防止するために係る費用（ワクチン投与費用、検査費用、初・再診料）
３． 和解成立後の新たな同居家族に対するHBVの水平感染を防止するために係る費用（ワクチン投与費用、検査費用）
４． 交通費（1回15000円、年2回まで）

除斥期間が経過した者の和解金について



医療機関が、提訴を考えている患者さんから、
求められる証拠資料について

第1.1(1) 原告がＢ型肝炎に持続感染したことを証する血液検査結果の原データ
第1.1(2)③ 原告に種痘又はＢＣＧの接種痕が残っていることを確認した医師の意見書
第1.1(3) 原告の医療記録

①直近の1年分の医療記録
②持続感染の判明から1年分の医療記録
③最初の発症から1年分の医療記録（発症者のみ）
④入院中のすべての医療記録、退院時要約での代用も可（入院歴がある場合のみ）

第1.1(4)① 母親の血液検査結果（持続感染の有無がわかるもの）の原データ
第1.1(4)④ 年長のきょうだいの血液検査結果（持続感染の有無がわかるもの）の原データ
第1.1(5) 原告の慢性肝炎等の発症を証する検査の原データを含む医療記録
覚書 原告の所定様式の病態に係る診断書
第1.3(1) 原告が集団予防接種等とは異なる感染の原因の存在が疑われる場合、追加の医療記録
第1.3(2)① 父親の血液検査結果（持続感染の有無がわかるもの）の原データ
第1.3(2)② 父子のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較したHBV分子系統解析検査結果
第1.3(3) 原告のＢ型肝炎ウイルスのジェノタイプの検査結果
第1.4 第1.3(2)①、第1.3(2)②、第1.3(3)の領収書

1次感染者から求められる証拠資料



医療機関が、提訴を考えている患者さんから、
求められる証拠資料について

第1.2(2) 1(1) 母親がＢ型肝炎に持続感染したことを証する血液検査結果の原データ
1(2)③ 母親に種痘又はＢＣＧの接種痕が残っていることを確認した医師の意見書
1(4)① 母親の血液検査結果（持続感染の有無がわかるもの）の原データ
1(4)④ 年長のきょうだいの血液検査結果（持続感染の有無がわかるもの）の原データ

第1.2(3) 原告の母親の医療記録
①持続感染の判明から1年分の医療記録
②原告が出生する前後6ヶ月分の医療記録

第1.2(4) 1(1) 原告がＢ型肝炎に持続感染したことを証する血液検査結果の原データ
1(3) 原告の医療記録
①直近の1年分の医療記録
②持続感染の判明から1年分の医療記録
③最初の発症から1年分の医療記録（発症者のみ）
④入院中のすべての医療記録、退院時要約での代用も可（入院歴がある場合のみ）

1(5) 原告の慢性肝炎等の発症を証する検査の原データを含む医療記録
覚書 原告の所定様式の病態に係る診断書
第1.2(5)① 母子のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較したHBV分子系統解析検査結果
第1.2(5)② 3(1) 原告が母子感染とは異なる感染の原因の存在が疑われる場合、追加の医療記録

3(2)① 父親の血液検査結果（持続感染の有無がわかるもの）の原データ
3(2)② 父子のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較したHBV分子系統解析検査結果
3(3) 原告のＢ型肝炎ウイルスのジェノタイプの検査結果

第1.3(1) 原告の母親が集団予防接種等とは異なる感染の原因の存在が疑われる場合、追加の医療記録
第1.3(2)① 原告の母親の父親の血液検査結果（持続感染の有無がわかるもの）の原データ
第1.3(2)② 原告の母親の父親と、原告の母親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較したHBV分子系統解析検査結果
第1.3(3) 原告の母親のＢ型肝炎ウイルスのジェノタイプの検査結果
第1.4 第1.2(5)①、第1.3(2)①、第1.3(2)②、第1.3(3)の領収書

2次感染者から求められる証拠資料



Ｂ型肝炎訴訟の現状



提訴者数及び和解者数の推移

H26.12末まで

提訴者数

和解者数
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提訴者数 1424 1862 2180 2666 3201 3492 4014 4314 5185 5300 6104 6293 6988 7327 7949 8277 8781 9186 9711 10143 10732 11065 11636 12039 12583 12969 13530 13919 14496 14904 15456 15893 16467 16992 17587 17994 18509 19018

和解者数 39 96 122 179 249 266 373 499 621 746 915 1040 1414 1761 2044 2417 2903 3205 3585 3894 4222 4660 5077 5274 5710 6004 6490 6809 7270 7542 7900 8185 8748 9152 9819 10487 10878 11579
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支給スキームのイメージＢ型肝炎訴訟の裁判所別の提訴者数・和解者数

係属裁判所（※） 提訴者数 和解者数

札幌地裁 1,684 1,032

仙台地裁 396 180

さいたま地裁 2 2

千葉地裁 9 4

東京地裁 4,886 1,768

横浜地裁 79 31

新潟地裁 448 264

金沢地裁 282 131

福井地裁 1 1

長野地裁 144 75

岐阜地裁 1 1

静岡地裁 288 132

名古屋地裁 879 482

大津地裁 2 1

京都地裁 25 1

大阪地裁 2,630 1,693

係属裁判所（※） 提訴者数 和解者数

神戸地裁 14 8

奈良地裁 1 0

和歌山地裁 3 2

鳥取地裁 229 153

松江地裁 125 95

広島地裁 1,434 685

岡山地裁 2 1

山口地裁 4 1

徳島地裁 25 7

高知地裁 2 2

福岡地裁 1,490 931

長崎地裁 6 1

熊本地裁 129 84

大分地裁 2 1

鹿児島地裁 123 84

那覇地裁 111 47

計 15,456 7,900

平成26年5月末まで

※ 管内の支部及び簡裁を含む



支給スキームのイメージ病態区分別の和解者数
平成26年5月末まで

病態区分 和解者数

① 死亡、肝がん又は肝硬変（重度） 2,478

② 肝硬変（軽度） 582

③ 慢性肝炎
（④又は⑤を除く）

3,131

④ 慢性肝炎
（発症後提訴までに20年を経過したと認められる者のうち、現に治療を受けている者等）

56

⑤ 慢性肝炎
（発症後提訴までに20年を経過したと認められる者のうち、④に該当しない者）

25

⑥ 無症候性キャリア
（⑦に該当する者を除く）

10

⑦ 無症候性キャリア
（一次感染者又は出生後提訴までに20年を経過した二次感染者）

1,618

総計 7,900



厚生労働省ホームページのＢ型肝炎訴訟に関するページ

・
・
・

・
・
・



○ 支給スキームについて
・裁判所によって対象者を認定。
・その者の請求に基づき、給付金等を支給。
・支給法人（社会保険診療報酬支払基金）に新たに基金を設置し、当該基金から給付金等を支給。

国 ＝ 一般会計
基金を設置

（当面５年間分）

支給法人
（社会保険診療報酬支払基金）

財源を拠出

集団予防接種によるＢ型肝
炎ウイルス感染者

④
給
付
金
等
支
給

裁判所

和解協議

③
請
求

①訴訟提起

②対象者の認定

・因果関係の認定
・病態の認定

・追加給付金については医師の診断書に基
づき病態の進展を確認し、支給

医療機関

⑤
定
期
検
査
受
診

⑦
支
払 ⑥

請
求

支給スキームのイメージ

（無
症
候
性
キ
ャ
リ
ア
の
み
）

支給スキームのイメージ



Ｂ肝特措法の周知について
配布を予定しているリーフレット



政策対応の請求手続等について


